
２０２５年度 トレーナー養成研修 

委託仕様書 

 

１ 実施時期及び時間 

日 程 時間 

２０２５年４月上旬から 

２０２５年５月上旬まで 

２時間程度 

（e-ラーニングにて実施） 

※上記日程以外にも 2026 年 3 月 31 日までの間で研修を随時実施する事がある。 

 

２ 受講対象者 

２０２５年度に新規採用職員のトレーナー※として所属長に選任された者 

※ トレーナーは、新規採用職員が早期に職場環境に適応し能力を発揮できるよう、

職場全体で育成していく体制を整えるため、新規採用職員が配属された所属（グル

ープ制の場合は同グループ）に設置するもので、新規採用職員に県職員としての基

本的な知識を付与し、仕事の進め方等の指導・助言を行う。 

     なお、トレーナー選任のための明確な基準は設けられていないため、トレーナー

の年齢、職級及び職種等は多岐にわたる。 

 

３ 受講人員（定員） 

３１０人程度 

 

４ 研修目的等 

本研修を実施する目的（ねらい） 

新規採用職員が早期に職場環境に適応し能力を発揮するためには、指導者であるトレーナーの

役割が非常に重要である。 

そこで、本研修を通してトレーナーに新規採用職員を指導する立場としての心構えを認識させ

るとともに、新規採用職員と円滑な関係を築くためのコミュニケーションの手法や適切なＯＪＴ

の手法等の具体的な知識・技能を習得させることを目的として、当科目を実施するものである。 

研修の到達目標 

トレーナーの役割を認識した上で、コミュニケーションの基礎スキルを修得し、適切なＯＪＴ

の手法を身に付けるとともに、新規採用職員のＯＪＴ計画書の作成のポイントを修得する。 

身に付けさせたい主な能力 

 

（１）身に付けさせたい主な能力は、別紙１－１及び１－２のとおり。 

（２）別紙１－１又は１－２に定義の無い能力については、次のとおり。 



ア 「ＯＪＴ計画書」（ＯＪＴにおける指導内容、指導方法及び指導のスケジュールについ

て記載するものであり、トレーナーが作成する。）の作成能力（ＯＪＴの進め方、計画書

の記載ポイントの理解）。 

  イ アサーティブ・コミュニケーション能力（年齢差による考え方の違いを尊重したうえ

で、相手に何をしてもらいたいのか効果的に指示・主張する能力） 

  ウ コーチング能力（「答えを与える指導」ではなく、「相手に考えさせる指導」の能力） 

留意点 

「ＯＪＴ計画書」の様式については自治研修所から提供する。 

 

５ 研修方法及びカリキュラム等 

研修方法 

受託者が納品する動画教材及び研修資料を、本県が使用する庁内ネットワーク上で職員のみに

共有又は YouTube 等で職員に URL を限定公開したものに、受講者がインターネット接続端末等で

受講する方法で実施する。 

カリキュラム 

打ち合わせの上決定することとするが、次の内容は必ず盛り込むこと。 

（1）トレーナーとして新規採用職員の指導を行うに当たっての心構えを紹介し、トレーナーが

果たすべき役割についての意識を啓発すること。 

（2）新規採用職員に指導を行うにあたり、その前提条件として新規採用職員と円滑な人間関係

を築くことの重要性を認識させるとともに、そのためのコミュニケーションの手法を紹介す

ること。 

（3）トレーナーと新規採用職員は年齢が離れていることも多くあるため、年齢差・世代間によ

る考え方の違い（ギャップ）を紹介し、合わせてその解消のためのコミュニケーションの手

法（アサーティブ・コミュニケーション等）を紹介すること。社会人採用等で、新規採用職

員が年上の場合や社会人経験が長い場合があるので、その場合の手法や留意事項などを紹介

することが望ましい。 

（4） 効果的かつ実践的なＯＪＴの手法を紹介すること。「教える側・教えられる側の両者の情

報開示」の重要性（日常的なやりとりや会話で自分の情報を開示することで、仕事において

何がどう分からないか、ＯＪＴで何をどう教えれば理解できるのかについて、効果的な方法

を選択することが可能になる等）、一方向で伝えるだけではなく相手に考えさせる接し方

（コーチング）について必ず触れ、ノウハウや知識を紹介すること。 

（5）「ＯＪＴ計画書」作成のポイントを紹介し、実際に作成させること。  

留意点 

（1）演習の時間や、コミュニケーションや OJT の実演動画等、受講生がより実践的な知識・技

能を身に付けられるような工夫を積極的に動画教材に取り入れること。 

（2）本県の人材育成の方針については「愛知県人材育成基本方針」を参考にすること。 

 



６ 成果物の納品について 

 受託者は動画教材及び研修資料の納品を行い、納品物の庁内ネットワーク又は

YouTube 等への掲載は本県が行う。 

(1) 納品形式 

動画教材は MP４等の YouTube に掲載可能なファイル形式とし、研修資料の

データと併せて光学記録媒体（DVD）等で納品すること。また、動画教材は科

目等ごとに分けてファイルを作成し、１科目１５分程度で作成すること。 

  （１５分×８本、計２時間程度を目安とする。） 

   動画教材のイメージ構成は、講師による講義と資料スライドを１画面にし

て進行するものを想定しているが、資料スライドに音声を入れた形式等も企

画提案することを妨げない。 

(2) 納品期限 

契約締結後から２０２５年４月８日（火）までとする。ただし、事前に県

と内容を協議した上で編集・作成したものを納品すること。 

（3）納品場所 

   愛知県自治研修所研修課（名古屋市中区丸の内２丁目５番１０号） 

（4）著作権等 

   契約書本文において、「作成される教材等の著作権（著作権法第 27 条及び

第 28 条に定める権利を含む。）は、従前から甲（愛知県）に帰属する著作物

を含む場合を除き、乙（事業者）に帰属する。ただし、乙は、甲に対して、

本研修の実施の目的の範囲に限定して、これら著作物の利用を許諾する。」

旨、規定する。 

 

７ その他 

(1) 研修を実施するに当たっては、企画提案の際、「４ 研修目的等」「５ 研

修方法及びカリキュラム等」に基づき県に提示した内容・方法から逸脱しない

こと。また、本仕様書以上の要件及び条件等を提案した場合には、それを順守

すること。 

なお、改善等を目的とした修正がある場合には、別途県との協議を行うこと。 

(2) 研修費用には、企画料、講演料、撮影費、研修資料・動画の編集その他研修

に要する一切の費用を含むものとする。 

(3) 愛知県情報公開条例に基づき、開示請求のあった場合には請求者に対して動

画教材及び研修資料を開示する可能性がある。 

(4) 本県における標準職務遂行能力（職務を遂行する上で発揮することが求めら

れる能力）は別紙２－１及び２－２のとおり（本研修の対象者については、職

務の種類は「行政職等」「研究職」、職制上の段階については、トレーナーは

選任制であるため、いずれの段階の職員も該当する可能性がある。）である。 

別紙２－１及び２－２の内容は主にＯＪＴを中心に開発すべき能力標準であ

るが、本研修を実施するにあたっては、身に付けるべき能力の習熟度（レベル

／深さ）の目安として、標準職務遂行能力の内容を参考にすること。 










